
これまでは年会費の支払いをしない事で自動的に退会することが出来ましたが、定款の一部が変更されたことにより、2023年度から退
会届の提出が必要になりました。

〒108-0075 東京都港区港南2-12-33 品川キャナルビル7F 一般社団法人日本精神科看護協会
電話：03-5796-7033 / FAX：03-5796-7034  / Mail：kaiin@jpna.or.jp   （平日8：00～17：00）

【問い合わせ先】

退会方法が変わります

Q.退会届を期限までに提出しないとどうなりますか？

A.次年度は自動的に継続会員となり、年会費の支払い義務が生じます。退会される場合は忘れずに提出してください。

〇締め切り：３月１５日（必着）

〇提出方法：郵送 〒108-0075 東京都港区港南2-12-33 品川キャナルビル7F
一般社団法人日本精神科看護協会 会員管理担当宛

Q.退会届はどこにありますか？

A.日精看ホームページ「入会案内」→「各種様式ダウンロード」からダウンロードができます。
ダウンロードができない・印刷ができない場合は下記【問い合わせ先】へお電話ください。

退会される場合は、退会届を必ず提出してください。

詳しくは日精看ホームペー
ジ「入退会のお知らせ」を
確認してください！

日精看退会方法

Q.口座自動引落の登録をしています。どうしたらいいですか？

A.退会届の関連解約「預金口座振替・自動払込利用の中断願い」にチェックのうえ郵送してください。

https://jpna.jp/cms/wp-content/uploads/2023/10/nyukai-taikai_tetsuzuki.pdf



